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01 「2026ひょうご信用創生アワード」支援事例を募集しています

　「ひょうご信用創生アワード」は、兵庫県地
域支援金融会議の参加機関が実施した金
融、経営支援の中から、優れた成果を上げた
事例を顕彰するもので、平成29年度から開
催しています。
　7回目となる今回は、下記要領にて支援事
例を募集します。多数のご応募をお待ちして
います。

募集対象

兵庫県地域支援金融会議の参加機関の
金融、経営支援を効果的に活用して、支援
対象企業の有する事業へのさまざまな
「想い」を実現させた取組事例や、「想い」
の実現に向けて現在進行中の事例を募集
します（本会議設立以降の支援事例）。

募集期間

令和8年7月31日（金）まで

応募資格 本会議の参加機関（団体に所属する個別の支
援機関等を含む）およびその支援を受けた中小
企業・小規模事業者とします。

応募方法 所定の応募用紙により、ひょうご信用創生ア
ワード実行委員会の事務局に電子メールにてご
提出ください。

お問い合わせ先

ひょうご信用創生アワード実行委員会事務局
（兵庫県信用保証協会内）
TEL.078-393-3920

前回（2025年）の様子 前回（2025年）表彰の様子
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02 「土曜・平日夜間相談」を実施しています

　当協会では、事業者の皆さまからの様々なご相談に幅広くお応えするため、各事務所・支所において「土曜・平日夜間相談」を
実施しています。「土曜・平日夜間相談」では、当協会職員に加え、ご希望により中小企業診断士等の専門家への相談も可能であ
り、創業や事業承継、収益力の向上、経営改善など、あらゆるご相談にお応えします。
　今年度の土曜相談の開催予定日は、以下一覧表のとおりです。また、平日夜間相談（午後5時～7時）については、原則として全
ての営業日で実施します（事前予約制）。相談料はいただきませんので、お気軽にご相談ください。

土曜相談 時間／午前10時～午後5時

平日夜間相談 時間／午後5時～午後7時
神戸事務所・阪神事務所・姫路事務所
但馬支所・淡路支所・西脇支所・加古川支所 ご希望日時をご相談ください

※ 電話、ホームページからの予約制とします。予約の締切日・・・各開催日の５営業日前
※ ご予約がない場合は、開催しません。予めご了承ください。

実施日 6/6 7/4 10/3 11/7 12/5 1/16 2/6 3/6

●

●
●

●

●

●

●
●

神戸事務所

阪神事務所・但馬支所・加古川支所
姫路事務所・淡路支所・西脇支所

保証料の上乗せについて、上乗せ分はいくらになるの？

所定の保証料率に0.25%（または0.45%）上乗せになります。
例えば… 100万円を借り入れた場合 ※元金均等分割返済の場合

 保証料の上乗せ額は1年あたり1,375円になります。　　
※0.25％上乗せの場合　　　　　　　　　　　
※借入金額と返済期間に応じて変動します。　　

Q
A

事業者選択型
経営者保証非提供制度

制度の要件等は
こちらから

詳しくは
こちらから

保証料の上乗せで経営者保証が不要となる制度があります！
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お問い合わせ先
経営支援部 再生発展支援課　

☎ 078-393-4024

※ ご希望に添えない場合もございます。 あらかじめご了承ください。

当協会のご利用(予定を含む)があり、
経営課題の解決意欲がある方

対象となる方
● 中小企業診断士
● 公認会計士
● 税理士

● 弁護士
● 社会保険労務士

相談できる専門家

兵庫県信用保証協会 専門家

外部専門家
派遣制度のご案内

兵
庫
県
信
用
保
証
協
会
は

経
営
課
題
の
解
決
に
取
り
組
む
企
業
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
!

経営課
題を

解決したい!

経営課
題の解

決を

サポートします!

専門家として
アドバイスします!

中小企業・小規模事業者

派 遣 費 用

無料
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03 『よろず支援拠点・信用保証協会による「無料経営相談会」 in 加古川』
のご案内

　「兵庫県よろず支援拠点」と連携し、保証協会利用事業者を対象とした経営相談会を以下のとおり開催します。
　「経営課題の解決に向けたアドバイスがほしい」や「売上増加策について効果的な対応策が見つからない」といった経営上
のお悩みに専門家や当協会職員が対応します。ぜひ、ご参加ください。

日　時 ７月１日（水）  10：30～16：00
会　場 加古川市民交流ひろば 会議室 （加古川市加古川町篠原町21-8　カピル21ビル5階）

対象者 当協会をご利用中の事業者

内　容 兵庫県よろず支援拠点のコーディネーター2名を相談員として、以下のいずれかの枠にて、
個別の経営相談を実施します。 定員6名（事前申込制）

①10：30～12：00（2枠）　　②13：00～14：30（2枠）　　14：30～16：00（2枠）

申込締切

6月12日(金)
※ 先着順

経営支援部 支援統括課
TEL.078-393-3920

お申込み・お問い合わせ先

多田 やす子さん （中小企業診断士）

創業・企業再生・事業承継など多様な経営課題の解

決、目標実現のための効果的な方法を一緒に考えま

しょう。まずはお気軽にご相談ください。

山本　淳さん （中小企業診断士）

アパレル業界に長年携わり、商品企画等を手掛けた経

験を活かし、各企業の支援を経験。自社の価値をブラ

ンディングで高めたい、新商品や新規事業で新しいこ

とにチャレンジしたい！等、企業の成長に向けた活動に

全力で伴走します！

相談員

よろず支援拠点・信用保証協会による

「無料経営相談会」in加古川

参加をご希望の方は
こちらから



宮崎支店長

「イチ推し！ 職員」

ようこそ当店へ

姫路信用金庫は1910年（明治43年）、姫路市本町にて姫路信用組合として事業を
開始しました。設立から今日まで「すべてを郷土繁栄とともに」という理念のもと、116
年の歴史を刻んできました。西支店は1967年（昭和42年）に開設され、かつては、車
に乗ったまま預金の受け渡しができる「ドライブスルー窓口」がある先進的な店舗と
して地元の皆様に親しまれていました。

貴金庫と貴店の歴史について教えてください。1

2025年7月に当店はリニューアルオープンしました。3日間のオープンイベントで
は、約1,000人もの方が来店され、大いに賑わいました。当店がサポートしている
イベントとして「コッパディ姫路2026」があります。このイベントはクラシックス
ポーツカーを愛する人たちが愛車で集まり、世界遺産姫路城を出発し、明石海峡
大橋を渡って淡路島を巡る全国的に知られる一大イベントです。

西支店が地域とのつながりを大切にするために
取り組んでいることを教えてください。2

現在、渉外係として活躍している黒田　仁哉さんが、創業支援に関する融資を取り
組んだ事例をご紹介します。ご利用になったのは電気通信工事業者です。代表は
40代の男性で2024年に創業されました。バイタリティに満ちた方で、営業力も抜
群のため業績は好調で、｢さらに事業を拡大するための資金を確保したい｣とのこ
とでした。融資を利用された後も当店のお客様を紹介し、逆に取引先をご紹介して
いただくなど良好な関係が続いています。

保証協会の融資商品で実現できた企業支援、
経営サポートを教えてください。3

2025年7月、支店長
代理に就任し、私と
一緒に職員をサ
ポートし現場を盛り
立ててくれている
園 祐花さんを紹介
します。

2014年に大学を卒業後、当金庫に就職しました。
当金庫を選んだ理由は、実家の近くに出張所があ
り、以前から親しみを感じていたためです。実際に
働く中で、信用金庫の仕事は、地域の皆さまとのつ
ながりを大切にすることが改めて重要だと実感して
います。2025年4月に産休、育休から復帰し、支店長
代理に就任しました。現在、2歳と4歳の子どもを育
てながら、時短勤務で仕事をしていますが、当金庫
は、働き方改革や女性の役職登用などに積極的に
取り組んでいると感じています。
今後は、新人育成にも携わるこ
とになるため、支店長にアドバ
イスをいただきながら頑張っ
ていきたいと思います。

姫路信用金庫 西支店
支店長代理

園 祐花 様

姫路信用金庫 西・北グループ

グループ長 兼 支店長

宮崎 雄次  様

姫路信用金庫 西支店

黒田 仁哉  様
〒670-0058 姫路市車崎2-1-1
☎ 079-294-1775

姫路信用金庫 西支店
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兵庫県の風景を描いた芸術作品と作者を紹介する「ひょうご・芸術散歩」。
今回は、兵庫運河を描いた作品「兵庫運河」と、
作者の品川 祐治郎画伯を紹介します。

昭和の工業発展のワンシーンをとらえた

｢兵庫運河｣
昭和の頃、兵庫運河の周辺には工場だけでなく材木を
扱う事業者が多く、運河は輸入した原木の保管場所
「貯木場」として活用されていました。品川画伯の「兵庫
運河」が制作されたのは1949年のことで、このことか
ら水面に描かれているのは活用を待つ原木であること
がわかります。時代の変化と共に原木輸入の方法も変
わり、兵庫運河は貯水場としての役割を終えました。現
在、兵庫運河は水辺の憩いの場として多くの人に親し
まれています。品川画伯の作品は、兵庫運河のかつて
の賑わいと気配を伝えてくれているかのようです。

「長田さん」の愛称で親しまれている市民の心の拠り所

長田神社

高度な土木技術で造られた日本最初の
近代化河川トンネル

湊川隧道

商工業をはじめあらゆる産業の守護
神「事代主神」を祀っている歴史ある
神社です。神戸市民から「長田さん」と
呼ばれて親しまれており、神戸市民の
心の拠り所として敬仰されています。

高さ15.3ｍ、ウエスト周り約20ｍ、重
さ約50tの巨大なモニュメント。阪
神・淡路大震災で甚大な被害を受け
た長田の復興のシンボルとして2009
年9月に完成、お披露目されました。

阪神・淡路大震災からの復興のシンボル！
©光プロKOBE鉄人PROJECT2026

鉄人28号モニュメント
「東の浅草、西の新開地」と呼ばれて
いた新開地のかつての賑わいを復
活させようと、一人の若者が立ち上
がり、文化人、行政を巻き込みなが
ら2018年に開館。落語、講談、演芸、
音楽など、文化の発信拠点として賑
わっています。

1901年8月竣工の日本最初の河川ト
ンネル。現在は役目を終えています
が、高度な土木技術で造られた近代
土木遺産として「土木学会選奨土木
遺産(2011年)」「国登録有形文化財
(2019年)」に登録されました。
毎月第1･3土曜日13：00～15：00のみ公開

落語から様 な々芸能まで楽しめる神戸の演芸場

神戸新開地喜楽館

「展示ホール」「昆虫室」「生物飼育棟」があり、カミツキガメ、
オオサンショウウオ交雑種等の特定外来生物、世界最大級
のマダガスカルゴキブリなど様々な生きた外来生物を観察
できます。アライグマのはく製に直接触れることもできます。
外来生物問題について専門員が分かりやすく解説します。

兵庫は、「兵庫津」と呼ばれる港から街が拓
かれました。兵庫運河は、兵庫県発祥の地
にある日本最大級の運河です。かつて兵庫
津があった場所に「兵庫県立兵庫津ミュー
ジアム」があり、映像やさまざまなコンテン
ツで兵庫五国の魅力を伝えてくれます。

日本最大級の規模を誇る運河

兵庫運河知ってビックリ！「外来生物」について深く学べる

外来生物展示センター
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神戸市 編
兵庫区・長田区

「兵庫運河」1949年／北野 White House コレクション

広島県出身。はじめ中岡恒雄
に水彩画を学び、後に二科会
の米倉兌に師事する。1941年
より中之島洋画研究所で田村
孝之介に学ぶ。1947年、二紀
展入選。品川は、現場で写生
した油絵をもとに、アトリエで
水彩画を制作した。

しながわ・ゆうじろう
1922年～2003年

品川 祐治郎



　兵庫県の山間部である朝来市に、第一号店のガソリン
スタンド｢藤本石油｣ができたのは1959年のことだった。事
業を始めたのは藤本實さん。實さんは、1948年、ビルマ

（現・ミャンマー）から復員し、農家から炭を買い取って地
域の炭屋に卸すことを生業としていた。炭の卸売を始めて
約10年、炭の需要が減少していることから｢ガソリンの時代
が来る｣と考え、開業したのが藤本石油だ。開業から間もな
い1960年代、日本はモータリゼーションの時代へと突入。
藤本石油は着実に業績を上げた。
　1985年、實さんの息子である直実さんが2代目に就任し、
さらなる事業拡大を実現した。そして、｢EV車の台頭でガ
ソリンの需要が減少する｣と考えた直実さんは、長男の剛さ
んに新事業への進出を相談した。剛さんは2005年、株式
会社NTFコーポレーションを立ち上げた。同社は藤本石
油の新たな拠点となる｢山東カーケアステーション｣をオー
プン。従来の燃料小売と卸売を手がけながら新事業進出
を模索し始めた。

　剛さんが、祖父が創業した藤本石油に入社したのは
2004年のことだった。
　｢幼い頃から、将来は家業を継ぐと考えていて、高校時代
はガソリンスタンドでアルバイトをしていました。大学では経
営を学び、大学卒業後は出光興産に入社して修行をしまし
た。もともと車が好きなので毎日、充実していました」。
　車が好きで自動車整備士の資格も取得した。だが、使命
は新事業への進出だ。そんなあるとき、コーヒー豆の卸を
手がける人と知り合った。
　｢その人がコーヒーを淹れてくれたのですが、もともと私
はコーヒーが苦手でした｣。
　恐る恐る一口飲んでみる。あれ？コーヒーってこんな味
だった？二口目を試す。え？！美味しい！剛さんがコーヒー

に開眼した瞬間だった。
　｢コーヒー豆を焙煎して、焙煎したての豆をルール通りに
淹れると美味しいコーヒーになることを初めて知りました。
それまでは酸化した豆で淹れたコーヒーを飲んで苦手と
思っていたわけで、美味しいコーヒーに出会ったことで世
界が広がったように感じました。そして、但馬には美味しい
食材がたくさんある。食をテーマにした新事業を開拓し
て、瀬戸内海側から日本海側へと通り抜ける人たちを呼び
込み、但馬を盛り上げようと考えました｣。
　美味しいコーヒーとの出会いでひらめきを得た剛さんは
2019年、「ダイニングカフェNUTS」をオープン。自家焙煎
コーヒーを堪能できるドリンクメニューと、最高級の但馬牛
や自家栽培の新鮮な野菜、果物を使ったメニューが話題
を呼んで人気を博した。

　2021年、剛さんは第二のフェーズに向けて歩を進めた。
「カフェ＆アウトドア FujiFarm｣のオープンだ。｢カフェ＆アウ
トドア FujiFarmは、但馬牛と新鮮な野菜でBBQが楽しめ
る貸し切り日帰りグランピング施設です。BBQは準備と片
付けが面倒ですが、ここは手ぶらで来ていただけて、片付け
も私たちに任せていただけます。わが家の野菜や果物を栽
培している畑をお客様に開放して、夏はブルーベリー、秋は
サツマイモの収穫など楽しんでいただいています｣。
　同ファームでは、剛さんが育てた米｢フジファーム米｣も
供する。野菜、果物、米づくりなどは近隣の農家の人たちに
アドバイスをもらいながら進めているという。
　｢但馬では、新しいことをすると受け入れていただくのに
時間がかかります。話をすることがわかり合う第一歩だと
思うので、野菜や米づくりを教えていただきながらコミュニ
ケーションをとっています｣。
　2021年といえばコロナ禍で世の中が激変したことが記
憶に新しい。同ファームは、一日一組の貸し切りグランピン
グ施設のため営業を中断することはなく、｢一組貸し切り
なら安全｣と予約が殺到したという。コロナ禍は、予期せぬ

自家栽培の野菜と但馬牛でBBQが楽しめる
貸し切り日帰りグランピングで但馬を盛り上げる。
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ガソリンの時代は終わる。
新事業進出の命を受けて。

炭の卸売業から
燃料小売・卸売業へ。

今、人を動かすエネルギー源は、
美味しいモノと楽しいコト。



事態だったが、同社には追い風となった。その後、2025年、
剛さんは宝塚市に｢NUTS BAL｣をオープン。但馬の食材
を使ったメニューを提供して人気を博している。
　｢米不足のとき、バルのお客様に『フジファーム米』をご紹
介して、喜んでいただくことができました。祖父が炭を扱って
いた時代は炭が人々の暮らしを支えるエネルギー源でした。
これからは心を満たして身体を癒やす、美味しいモノや楽し

いコトがエネルギー源になると思います。現在、キャンピング
カーで旅をする人が安心して車中泊ができる『フジファーム
RVパーク』開業に向けて動いています」。
　｢美味しい｣｢楽しい｣「こんなのを待っていた」。剛さんの
エネルギー源は、皆のこの
言葉に違いない。

信用保証協会を利用して
運転資金を確保しました

2023年8月、兵庫県融資制度「伴走型経営支援特別

貸付」を利用しました。これからもお客様に選ばれる

事業を展開していきたいと思います。

8

カフェをオープンする以前からキッチンカー
「NUTS号｣で自慢のコーヒーと軽食の移動販売
をしています。出店先は、地元のイベントや祭、
観光協会主催の催し物などです。これからも
エンターテイメントで故郷但馬を盛り上げ
ます！

〒669-5102
朝来市山東町大垣41
☎ 079-676-2136

株式会社NTFコーポレーション

代表取締役

藤本 剛 氏
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　4月の保証承諾のうち、運転資金は22,847百万円(前年同月比6.1％増)となり、前年同月と比べ上回り、設備
資金は508百万円(同7.5％減）となり、前年同月と比べ下回った。資 金 使 途 別

　4月の業種別保証承諾の状況は、不動産業1,234百万円（前年同月比28.9％増）、小売業2,813百万円（同
14.2％増）、建設業7,551百万円（同12.5％増）、製造業3,825百万円（同6.0％増）、サービス業3,435百万円

（同5.1％増）、飲食店870百万円（同3.5％増）等で前年同月を上回り、卸売業3,179百万円（同9.9％減）、運
送・倉庫業774百万円（同32.2％減）で前年同月を下回った。

業 種 別

　4月の金融機関群別保証承諾の状況は、都市銀行1,062百万円（前年同月比482.2％増）、第二地方銀行
2,911百万円（同21.2％増）、地方銀行2,275百万円（同18.6％増）で前年同月を上回り、信用組合945百万円

（同2.6％減）、信用金庫16,705百万円（同3.3％減）で前年同月を下回った。
金融機関群別

40,000

30,000

50,000

20,000

保証承諾 （前年比較）
（単位：百万円）

10,000

　4月の保証承諾は1,580件（前年同月比0.4％増）、23,913百万円（同5.1％増）となり、前年同月と
比べ、件数で7件、金額で1,166百万円上回った。
　また、保証申込は1,744件（同1.1％減）、25,779百万円（同2.7％減）となり、前年同月と比べ、件数、
金額ともに下回った。

1 保証承諾

保 証 状 況月4令和 8 年

保 証 申 込

保 証 承 諾

保証債務残高

代位弁済（元利）

件　数 金　額前年比 前年比 件　数 金　額前年比 前年比

（単位：件、百万円、%）

当 月 中 当 期 中

実際回収（元損）

 1,744 98.9 25,779 97.3 1,744 98.9 25,779 97.3

 1,580 100.4 23,913 105.1 1,580 100.4 23,913 105.1

 －  －  －  －  125,468 99.9 1,566,060 94.9

 152 92.1 1,827 82.8 152 92.1 1,827 82.8

 －  －  781 101.3 －  －  781 101.3

令和7年 令和8年

1月

25,604

22,513

令和7年 令和8年

2月

26,69226,378

令和6年 令和7年

12月

39,161

35,163

令和6年 令和7年

11月

26,221
28,293

令和6年 令和7年

10月

28,805

24,506

令和7年 令和8年

3月

42,347

36,909

令和7年 令和8年

4月

23,91322,747
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1,800,000

1,400,000

1,600,000

1,200,000

（単位：百万円）

1,000,000

保証債務残高 （前年比較）

　4月末の保証債務残高は、125,468件（前年同月比0.1％減）、1,566,060百万円（同5.1％減）となり、前
年同月と比べ、件数、金額ともに下回った。

2 保証債務残高

0

2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500

1,000
500

1,500

（単位：百万円）
5,000

事故報告受付 （前年比較）

　4月の事故報告受付は、274件（前年同月比9.2％増）、2,802百万円（同14.6％減）となり、前年同月と
比べ、件数は23件上回り、金額は479百万円下回った。
　事故報告残高については、4月末で1,176件（同11.5％減）、13,434百万円（同11.0％減）となり、前年
同月と比べ、件数、金額ともに下回った。

3 事故報告

（単位：百万円）

0

500

1,000

1,500

3,000

2,500

2,000

代位弁済 （前年比較）

　4月の代位弁済は、152件（前年同月比7.9％減）、1,827百万円（同17.2％減）となり、前年同月と比
べ、件数は13件、金額は379百万円下回った。

4 代位弁済
（元利）

令和7年 令和8年

2月

1,578,644

1,659,213

令和7年 令和8年

1月

1,588,821

1,667,702

令和6年 令和7年

12月

1,596,767

1,677,187

令和6年 令和7年

11月

1,600,092
1,680,245

令和6年 令和7年

10月

1,610,524

1,687,854

令和7年 令和8年

2月

3,211

2,381

令和7年 令和8年

1月

3,571

2,794

令和6年 令和7年

12月

2,433

3,324

令和6年 令和7年

11月

2,165 2,208

令和6年 令和7年

10月

2,702

3,866

令和7年 令和8年 

2月

2,184
2,488

令和7年 令和8年 

1月

2,584

2,072

令和6年 令和7年 

12月

2,600

1,734

令和6年 令和7年 

11月

1,863

2,483

令和6年 令和7年 

10月

2,018

2,768

令和7年 令和8年

4月

1,566,060

1,649,468

令和7年 令和8年

3月

1,574,954

1,658,232

令和7年 令和8年

4月

3,281
2,802

令和7年 令和8年

3月

4,713

3,308

令和7年 令和8年 

4月

2,207
1,827

令和7年 令和8年 

3月

1,941 1,971
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信用保証をご利用できる方
以下①～④のいずれにも該当している事業者の方が信用保証をご利用できます。

業種・営業形態などにより、ご利用いただけない場合もございます。
詳しくは、当協会窓口までお問い合わせください。

①資本金または従業員数のいずれかが、右表の企業基準に該当していること。
　特定非営利活動法人（NPO法人）の場合は、従業員数（製造業等：300人以下、卸売業・サー
ビス業：100人以下、小売業・飲食業：50人以下）が該当していること。
②個人の場合は、兵庫県内に住居、事務所または営業所を有し、事業を営んでいること。
　法人の場合は、兵庫県内に本店または事業所を有し、事業を営んでいること。
③許認可等を必要とする事業の場合は、当該事業に係る許認可等を申込人名義で
　受けていること。
④事業上必要とする運転資金または設備資金であること。

暴力団等の反社会的勢力とは取引いたしません。 
第三者が介在・介入する申込はお断りします。

兵庫県信用保証協会のネットワーク

788

みずほ銀行

姫路女学院高校

県姫路総合庁舎

本　　　所： （代表）
神戸事務所：

神戸阪急

法務局・ハローワーク

但馬銀行

県加古川総合庁舎

※1 建設業、運送業、不動産業、旅行業を含みます。
※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製

造業を除きます。

業　種 資本金 従業員数

3億円以下

3億円以下

1億円以下

5,000万円以下

5,000万円以下

5,000万円以下

3億円以下

製造業等 ※1

卸売業
小売業・飲食業
サービス業

医療法人等

ゴム製品製造業 ※2

ソフトウェア業
情報処理サービス業
旅館業

300人以下

900人以下

100人以下

50人以下

100人以下

200人以下

300人以下

300人以下

国家戦略特区において商工業とともに農業を営む方も信用保証をご利用
いただけます。

当協会はサンテレビの情報番組「あんてなサン」の番
組スポンサーをしています

ご希望の方に保証時報を毎月送付いたします（送料は
当協会が負担）。 ご希望の方は総務企画部企画調整課
（☎ 078-393-3922）までお申し出ください。

保証時報の送付について

● 女性企業家の皆さまへ
女性企業家相談窓口 ☎  078-393-3910

 (経営支援部 再生発展支援課内)

● 事業承継をお考えの皆さまへ
事業承継相談窓口 ☎  078-393-3962

 (経営支援部 再生発展支援課内)

● これから事業を開始する皆さまへ
創業準備相談窓口 ☎  078-393-3912

 (経営支援部 再生発展支援課内)

● 事業経営全般に関する相談について
経営サポート相談窓口 ☎  078-393-3969

 (経営支援部 再生発展支援課内)

あんてなサン （サンテレビ）
毎週日曜日／22時～22時30分放送

お客様総合相談室
大 瀧 室 長 TEL 078-393-3905

経営支援部

本所・事務所・支所のお客様総合相談窓口
佐 藤 副 部 長 TEL 078-393-3920

TEL 078-393-3909

TEL 078-393-3915

TEL 06-6411-4133

TEL 079-289-3611

TEL 0796-22-5171

TEL 0799-22-4493

TEL 0795-22-6775

TEL 079-424-1105

按 田 副 所 長

中 元 副 所 長

小 川 次 長

和 田 次 長

兼 田 次 長

奥 田 副 所 長

三 宅 副 所 長
（保証相談一課、二課、三課）

松 田 副 所 長
（調整相談一課、二課）

代位弁済後のご返済等に関する
お客様総合相談窓口

岩 永 副 部 長 TEL 078-393-3914
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